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事務連絡、その他

議　事

次　第
部会長　挨拶

第7期保健福祉計画と30年度改正のポイント解説

部会会計報告

出　席　者  ・  講　師  な  ど
居宅介護支援事業所113事業所 166名参加 内　主任ケアマネ55名

足立区福祉部　介護保険課長　皆葉英男氏

平成30年3月26日(月) こども支援センターげんき５階研修室3

平成２９年度 3 月期居宅介護支援部会議事録

開　催　日　時 開　催　場　所

1.挨拶 

①今年度最後の定例会です。今年度も着実に活動できました。皆さまのご理解、熱心な勉強姿勢に依るとこ

ろです。ありがとうございました。改正に伴うQ＆Aがようやく公表されました。今回は特に遅かったので

は。本日、課長にお越し頂いておりますが、行政の方も目にしたばかりですので、細かい解釈等は改めて、

確認を急ぐべきところは急ぎ対応していきます。 

 

2.講義～第7期保健福祉計画と30年度改正のポイント解説～ 

資料参照 

・第7期 足立区の介護保険料（1号被保険者）は基準額で6,580円になる。 

・今年8月からの3割負担者の対象者は、推定1,700人程度（認定者約3.4万人中）になる見通し。  

・介護人材確保が引き続き課題。処遇改善交付金について、計算上は累計4.7万円/月の賃金アップに繋がっ

ている が、まだ不足している感がある。消費増税に伴い、更なる改善が検討されている。ベテラン介護福

祉士を対象にした月額8万円アップなど。 

・管理者の主任ケアマネ要件。平成33年から適用。度区内では約130事業所に主任資格者が不在。主任の

不在を理 由に廃業に追い込まれるような事態は望んでいない。これまでは新規受講数が少なくなっていた

が、一定の条件を整えた上で多く受講できるように検討している。実施主体のキャパシティの問題も含めて

都と協議中。 

・訪問介護、生活援助中心の担い手として基準緩和型の研修が示されたが、実施についてはこれから。 

・生活援助中心型のプランについて、一定数（平均回数＋2標準偏差）を超えるプランは地域ケア会議に。

開催の詳細はこれから検討。現行の生活援助中心プランにおいて、足立区で既に取材を受けたが、いずれも

必要性があってのプランであった。全体の給付額を見れば、施設よりは在宅の方が抑えれらえる事は明らか。 

・福祉用具。いわゆる法外な外れ値を除外するのが目的。 

・資料最後に要点をまとめた資料を付けたのでご活用ください。 

 

３.会計報告 

資料参照 

・単年度の収支においては、およそ過不足なくバランス良く運営している。 

・次年度、役員改選はありません。退任、所属変更がございます。 

 

４.事務連絡 

  次回平成30年4月17日（火） 18:00～（受付17:30～） 足立区区役所ホール   

  介護サービス事業者連絡協議会総会＆特別講演 


